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■ゴルフ場利用税は県や市の貴重な財源です
　ゴルフ場利用税の額は、ゴルフ場の規模、利用料金等を基準として、1 人 1 日あたり 300 ～ 1,200 円です。ゴルフ
場利用税の収入額の 10 分の 7 は、ゴルフ場が所在する市に交付され、地域振興を図る重要な役割を果たしています。
　次の方はゴルフ場利用税が非課税となります（申請書等の提出と証明が必要）。
① 18 歳未満または 70 歳以上　②障害者　③国民体育大会に参加する選手（同大会のゴルフ競技としての利用に限る）
④学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先：加東県税事務所　課税第 2 課☎ 0795-42-9343

　毎年好評の「北条の宿はくらんかい」を、11 月 10 日（土）・11 日（日）
10:00 ～ 16:00 に、北条の旧市街地を舞台に開催します。日ごろの
地域活動を活かし、一緒にイベントを盛り上げてくださる方を募集
しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。募集期間は、
いずれも 8 月 20 日（月）まで。

【申込先】　北条の宿はくらんかい実行委員会事務局・商工観光課内☎㊷8740

■チャレンジショップ（飲食部門）
自慢の腕を振るってください。移動販売者も可
参加費／ 1 日 5,000 円、2 日間 8,000 円
　　　　※別途水道光熱費が必要

■軽トラ市の 2 次募集
車の荷台を利用して販売。手軽に出店できます。
参加費／ 1 日 2,000 円、2 日間 4,000 円
出店場所／主に本町通の路上

■ステージ出演
大信寺での演芸ステージの出演者を募集します。
参加費／無料

昨年の「北条の宿はく
らんかい」。普段静かな
町通りが、多くの人で
賑わいます。

■オリジナルショップ（物販部門）
特産品販売、手作り雑貨などのギャラリー及び販売
参加費／ 1 日 3,000 円、2 日間 5,000 円

「第５回北条の宿はくらんかい」出店者等を募集
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播州歌舞伎

「ひょうご民俗芸能祭ＩＮかさい」　－県下の民俗芸能大集合－

　県下各地の民俗芸能に加え、3 年に 1 度、地元の祭りでしか見ることのできない網引獅子舞や、加西市発祥とされる
播州歌舞伎などの芸能が披露される「ひょうご民俗芸能祭ＩＮかさい」を次のとおり開催します。入場料は無料です。

■日時／ 8 月 5 日（日）　開場 12:30　開演 13:00
■場所／市民会館文化ホール
■内容／播州歌舞伎「寿式三番叟」（県立播磨農業高等学校郷土伝統文化継承クラブ）、
天地流転太鼓ほか（播州加西あばれ太鼓愛好会）、播州地搗き唄（播州地搗き唄保存会）、
赤穂濱鋤き唄（赤穂濱鋤き唄保存会）、誕生獅子（生田神社獅子舞保存会）、組曲「丹波
の赤鬼」（春日戦国太鼓保存会）、住吉神社龍王の舞（住吉神社龍王の舞保存会）、丹波も
ちつき踊り（柏原八幡神社神事芸能保存会）、網引獅子舞「谷渡り」（網引獅子舞保存会）

【問合先】　文化スポーツ課・芸術文化係☎㊷8773　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp

　女性の地域づくり活動への参画を図り、男女共同参画による地域づくりを推進するため、市内在住・在勤の女性によ
って自主的に組織された団体が行なう、コミュニティ活動に対して一定の経費を助成する制度です。コミュニティづく
りのサポートを目的とした「スタート支援活動」と地域課題の解決に取り組む活動を支援する「ステップアップ支援活動」
が対象です。

女性のコミュニティ活動助成金制度がスタートします

■募集期間／ 7 月 31 日（火）まで

活動内容 団体人数 助成限度額 対象事業

スタート支援活動 5 人以上 10 万円（対象経費の全額が対象） 男女共同参画の推進、住民の交流促進、
歴史または文化の継承、環境美化などに
関する事業（7/1 ～Ｈ 25.3/31 までに完了
する事業）ステップアップ支援活動 10 人以上 20 万円（対象経費の 1/2 が対象）

■補助要件

【問合先】　ふるさと創造課・市民参画係☎㊷8706　℻㊸1800　furuso@city.kasai.lg.jp

　兵庫県は、洪水時における河川情報を地域住民の避難活動等に活用してもらうため、河川監視カメラ及び水位センサ
ーを加東土木管内 11 箇所に整備し、インターネットを通じて水位情報を配信しています。市内は下表の 3 箇所が整備さ
れました。河川の水位の確認にご活用ください。

河川情報システムが整備されました

■整備箇所

河川名 箇所名 所在地

　　万願寺川 朝日橋 中野町

　　下里川 梅田橋 王子町

　　普光寺川 新構橋 繁昌町

■配信方法／水位情報を下記のインターネット及び携
　　　　　　帯電話により 24 時間提供しています。

インターネット：http://hyogo.rivercam.info/kato/
携帯電話：http://hyogo.rivercam.info/mobile/kato

【問合先】　加東土木事務所河川砂防課☎0795-42-6936

ＱＲコード

高齢者・障害者住宅改造等助成事業の助成要件が緩和されます

【問合先】　長寿介護課・介護保険係☎㊷8788　℻㊷8955　kaigo@city.kasai.lg.jp

　加西市は、兵庫県と連携し、高齢者及び障害者が住みなれた住居で安全かつ快適な生活を送るために身体状況等に応
じた住宅改修を行う場合、住宅改修費用の一部を助成する事業を実施しています。
　このたび、県の助成要綱の改正に伴い、7 月 1 日から以下の 2 点について助成要件が緩和されます。

世帯階層（生計中心者の課税状況等） 助成率

生活保護世帯 3/3

市民税非課税世帯 9/10

市民税均等割のみ課税世帯 9/10

市民税所得割・均等割課税世帯 2/3

所得税額 7 万円以下の世帯 1/2

所得税額 7 万円超の世帯 1/3
■経路の改造をしなくても増改築型の適用を受けられます
　従来、住宅改造・特別型と併用して増改築型の適用を受ける場合は「浴室（洗面所を含む）、便所、高齢者等のための
寝室及びそれらを含む経路について高齢者等に配慮した場合」となっていましたが、その要件が除外され、経路の改造
をしなくても増改築型の適用を受けられるようになりました。

■右表のように「住宅改造・特別型」の適用を受けられる
　対象が緩和されます
　「生計中心者の前年度分の所得税額が 7 万円を超える世
帯」が加わり、助成率は 3 分の 1 になります。
※生計中心者が給与収入のみの方で前年分の給与収入金額
が 800 万円を超える方、生計中心者が給与収入のみ以外
の方で前年分の所得金額が 600 万円を超える方を除く。

■住宅改造・特別型の適用を受けられる対象

下里川（梅田橋）
の配信画像


